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第５号議案 
 

令和８年度東大和市下水道事業会計予算 
 
（総則） 

第１条 令和 8 年度東大和市下水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。 
（業務の予定量） 

第２条 業務の予定量は、次のとおりとする。 
（１）計画人口 人 
（２）年間総汚水量  立方メートル 
（３）一日平均汚水量 立方メートル 
（４）主な建設改良事業 

ア 下水道管路整備事業 
（ア）公共下水道雨水整備事業  千円 
（イ）都市計画道路３・２・４号線整備事業 千円 
イ 下水道管路改良事業 
（ア）下水道マンホールポンプ改築事業 千円

（収益的収入及び支出） 
第３条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。 
収入 
第１款 下水道事業収益 千円

第１項 営業収益 千円

第２項 営業外収益 千円

支出 
第１款 下水道事業費用 千円

第１項 営業費用 千円

第２項 営業外費用 千円

第４項 予備費 千円

（資本的収入及び支出） 
第４条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本

的支出額に対し不足する額 千円は、当年度分損益勘定留保資金 千

円で補填するものとする。）。
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（一時借入金） 
第７条 一時借入金の限度額は、 千円と定める。 
（予定支出の各項の経費の金額の流用） 

第８条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと

定める。 
（１）営業費用と営業外費用との間の流用 
（２）建設改良費と企業債償還金との間の流用 
（議会の議決を経なければ流用することのできない経費） 

第９条 次に掲げる経費については、その経費の金額をそれ以外の経費の金額に流用

し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なけ

ればならない。 
職員給与費 千円

（他会計からの補助金） 
第１０条 地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第１７条の３の規定により

一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、 千円である。 
令和８年２月２０日 

 
 

提出者 
東大和市長 和地 仁美 

収入 
第１款 資本的収入 千円

第１項 企業債 千円

第４項 他会計補助金 千円

第５項 国庫補助金 千円

第６項 都補助金 千円

第７項 受益者負担金 千円

第１１項 その他資本的収入 千円

支出 
第１款 資本的支出 千円

第１項 建設改良費 千円

第３項 企業債償還金 千円

第５項 積立金 千円

第７項 予備費 千円

（債務負担行為） 
第５条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定

める。 
（単位：千円） 

事 項 期 間 限 度 額 
公共下水道雨水整備事業詳細 
設計等業務委託 

令和８年度から 
令和９年度まで 

 

（企業債） 
第６条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定め

る。 
（単位：千円） 

起債の目的 限 度 額 起債の方法 利 率 償 還 の 方 法 

公 共 下 水 道 
建 設 事 業 

証書借入 
又は 

証券発行 

％以内 
（ただし、利
率見直し方
式で借り入
れる資金に
ついて、利率
の見直しを
行った後に
おいては、当
該見直し後
の利率） 

借入れのときから
据置期間を含め、
年以内に償還する。 
ただし、財政その他

の都合により据置期
間及び償還期限を短
縮し、若しくは繰上償
還又は低利債に借換
えすることができる。 
なお、その他につい

ては、借入先の定める
融通条件に従う。 

流域下水道事業 

計    
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予 算 に 関 す る 説 明 書



予 算 に 関 す る 説 明 書



予算実施計画

収益的収入及び支出

収入 （単位：千円）

款 項 目 予定額 備考

下水道事業収益

営業収益

下水道使用料

雨水処理負担金

受託工事収益

その他営業収益

営業外収益

受取利息及び配当金

他会計補助金

国庫補助金

都補助金

長期前受金戻入

雑収益

支出 （単位：千円）

款 項 目 予定額 備考

下水道事業費用

営業費用

管渠費

業務費

総係費

流域下水道維持管理費

減価償却費

営業外費用

支払利息及び企業債取扱諸費

消費税及び地方消費税

雑支出

予備費

予備費
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予算実施計画
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資本的収入及び支出

収入 （単位：千円）

款 項 目 予定額 備考

資本的収入

企業債

建設改良債

他会計補助金

他会計補助金

国庫補助金

国庫補助金

都補助金

都補助金

受益者負担金

受益者負担金

その他資本的収入

その他資本的収入

支出 （単位：千円）

款 項 目 予定額 備考

資本的支出

建設改良費

建設総務費

管路改良費

流域下水道費

企業債償還金

建設事業債償還金

資本費平準化債償還金

積立金

積立金

予備費

予備費

（単位：千円）

１　業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純損失（△） △164,106

減価償却費

貸倒引当金の増減額（△は減少）

賞与引当金の増減額（△は減少）

法定福利費引当金の増減額（△は減少）

長期前受金戻入額 △291,695

受取利息及び配当金 △6

支払利息

未収金の増減額（△は増加） △47,540

未払金の増減額（△は減少）

小計

利息及び配当金の受取額

利息の支払額 △108,959

業務活動によるキャッシュ・フロー

２　投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △615,835

無形固定資産の取得による支出 △186,933

国庫補助金等による収入

受益者負担金による収入

その他資本的収入による収入

一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入

基金積立による支出 △2

投資活動によるキャッシュ・フロー △599,070

３　財務活動によるキャッシュ・フロー

一時借入れによる収入

一時借入金の返済による支出 △600,000

建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入

建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出 △598,544

短期貸付返還による収入

財務活動によるキャッシュ・フロー △62,244

現金預金の増加額（又は減少額） △287,706

現金預金の期首残高

現金預金の期末残高

令和８年度予定キャッシュ・フロー計算書（間接法）

（令和８年４月１日から令和９年３月３１日まで）
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資本的収入及び支出

収入 （単位：千円）

款 項 目 予定額 備考
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支出 （単位：千円）
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　(1)　総　　括

報 酬 給 料 職員手当等 計 法定福利費 合 計

(千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円)

　職員手当等には、賞与引当金繰入額を含みます。

　法定福利費には、法定福利費引当金繰入額を含みます。

　会計年度任用職員の任用はありません。

管 理 職 特 殊 勤 務

手 当 手 当

(千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円)

宿 日 直 時 間 外 退 職 手 当

手 当 勤 務 手 当

(千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円)

区　分

職　 員　 数 給　       　与　       　費

特 別 職 一 般 職

(人) (人)

前年度

本年度

比　較

本 年 度

前 年 度

比 較

前 年 度

比 較

区 分

区 分
地 域 手 当

本 年 度

給与費明細書

計
組合負担金

期 末 手 当 勤 勉 手 当 児 童 手 当

職
　
　
員
　
　
手
　
　
当
　
　
等
　
　
の
　
　
内
　
　
訳

扶 養 手 当
管 理 職 員

通 勤 手 当 住 居 手 当
特別勤務手当

　(２)　給料及び職員手当等の増減額の明細

区　　分 増　減　額 説　　　　　明

(千円) (千円)

給　　料 給与改定に伴う

増減分

昇給に伴う増加

分

その他の増減分 職員の異動等による増分

3,189千円 本年度 8人

前年度 8人

増　減 0人

制度改正に伴う

増減分

その他の増減分 職員の異動等による増分

12,175千円

増 減 事 由 別 内 訳 備　　　　　考

職員数の異動状況

職員手当等

－ 14 －　　　　 　　　　－ 15 －



　(1)　総　　括

報 酬 給 料 職員手当等 計 法定福利費 合 計

(千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円)

　職員手当等には、賞与引当金繰入額を含みます。

　法定福利費には、法定福利費引当金繰入額を含みます。

　会計年度任用職員の任用はありません。

管 理 職 特 殊 勤 務

手 当 手 当

(千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円)

宿 日 直 時 間 外 退 職 手 当

手 当 勤 務 手 当

(千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円)

区　分

職　 員　 数 給　       　与　       　費

特 別 職 一 般 職

(人) (人)

前年度

本年度

比　較

本 年 度

前 年 度

比 較

前 年 度

比 較

区 分

区 分
地 域 手 当

本 年 度

給与費明細書

計
組合負担金

期 末 手 当 勤 勉 手 当 児 童 手 当

職
　
　
員
　
　
手
　
　
当
　
　
等
　
　
の
　
　
内
　
　
訳

扶 養 手 当
管 理 職 員

通 勤 手 当 住 居 手 当
特別勤務手当

　(２)　給料及び職員手当等の増減額の明細

区　　分 増　減　額 説　　　　　明

(千円) (千円)

給　　料 給与改定に伴う

増減分

昇給に伴う増加

分

その他の増減分 職員の異動等による増分

3,189千円 本年度 8人

前年度 8人

増　減 0人

制度改正に伴う

増減分

その他の増減分 職員の異動等による増分

12,175千円

増 減 事 由 別 内 訳 備　　　　　考

職員数の異動状況

職員手当等

－ 14 －　　　　 　　　　－ 15 －



　(３)　給料及び職員手当等の状況

　 　ア　職員１人当たり給与

　　 イ　初 任 給

区　　　       　　　　　　分 一般行政職

令和８年１月１日現在

平均給料月額 円

平均給与月額 円

平均年齢 歳・月

令和７年１月１日現在

平均給料月額 円

平均給与月額 円

平均年齢 歳・月

区　　　分 一 般 行 政 職 円 技 能 労 務 職 円

国　　　の　　　制　　　度

一 般 行 政 職 円 技 能 労 務 職 円

大学卒程度

高校卒程度

－ 16 －　　　　 　　　　－ 17 －



　(３)　給料及び職員手当等の状況

　 　ア　職員１人当たり給与

　　 イ　初 任 給

区　　　       　　　　　　分 一般行政職

令和８年１月１日現在

平均給料月額 円

平均給与月額 円

平均年齢 歳・月

令和７年１月１日現在

平均給料月額 円

平均給与月額 円

平均年齢 歳・月

区　　　分 一 般 行 政 職 円 技 能 労 務 職 円

国　　　の　　　制　　　度

一 般 行 政 職 円 技 能 労 務 職 円

大学卒程度

高校卒程度

　ウ　級別職員数

　(級別の基準となる職務)

令和８年１月１日現在

５級

４級

３級

２級

区　　　分

一般行政職

級 職員数（人） 構成比（％）

３級

１級

計

２級

１級

計

区　分 ５級 ４級 ３級 ２級 １級

令和７年１月１日現在

５級

４級

技能主事

一般行政職 部長 課長 係長 主任 主事

技能労務職 技能主任

－ 16 －　　　　 　　　　－ 17 －



      エ　昇給

職 員 数 （Ａ） (人)

昇 給 に 係 る 職 員 数 （Ｂ） (人)

１号給 (人)

２号給 (人)

３号給 (人)

４号給 (人)

５号給 (人)

６号給 (人)

比 率 （Ｂ）／（Ａ） （％）

職 員 数 （Ａ） (人)

昇 給 に 係 る 職 員 数 （Ｂ） (人)

１号給 (人)

２号給 (人)

３号給 (人)

４号給 (人)

５号給 (人)

６号給 (人)

比 率 （Ｂ）／（Ａ） （％）

区　   　　　　　　　分 合　　計

代 表 的 な 職 種

一 般 行 政 職

本
　

年

　
度

号 給 数 別 内 訳

前

　
年
　

度

号 給 数 別 内 訳

　　　オ　期末手当・勤勉手当

　(　)内は、再任用職員の支給率

　　　カ　定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

20年勤続 25年勤続 35年勤続 最高限度

の者 の者 の者

(月分) (月分) (月分) (月分)

国 の 制 度

支 給 率 等

  (2%～45%　加算)

  　　キ　地域手当

（％）

（人）

（％）

職 務 の 級 等 に

６月  (月分) １２月  (月分) (月分) よ る 加 算 措 置

区　　分

支　給　期　別　支　給　率 職制上の段階、

本　年　度 有

備　考

支給率計

前　年　度 有

区　　分 その他の加算措置等 備　考

国 の 制 度 有

支　給　対　象　地　域 市　内　全　域

　支　　給　　率

　支給対象職員数

　国の指定基準に基づく支給率

支 給 率 等

  (2%～20%　加算)

特例措置

定年前早期退職

　定年前早期退職

　特例措置

－ 18 －　　　　 　　　　－ 19 －



      エ　昇給

職 員 数 （Ａ） (人)

昇 給 に 係 る 職 員 数 （Ｂ） (人)

１号給 (人)

２号給 (人)

３号給 (人)

４号給 (人)

５号給 (人)

６号給 (人)

比 率 （Ｂ）／（Ａ） （％）

職 員 数 （Ａ） (人)

昇 給 に 係 る 職 員 数 （Ｂ） (人)

１号給 (人)

２号給 (人)

３号給 (人)

４号給 (人)

５号給 (人)

６号給 (人)

比 率 （Ｂ）／（Ａ） （％）

区　   　　　　　　　分 合　　計

代 表 的 な 職 種

一 般 行 政 職

本
　

年

　
度

号 給 数 別 内 訳

前

　
年
　

度

号 給 数 別 内 訳

　　　オ　期末手当・勤勉手当

　(　)内は、再任用職員の支給率

　　　カ　定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

20年勤続 25年勤続 35年勤続 最高限度

の者 の者 の者

(月分) (月分) (月分) (月分)

国 の 制 度

支 給 率 等

  (2%～45%　加算)

  　　キ　地域手当

（％）

（人）

（％）

職 務 の 級 等 に

６月  (月分) １２月  (月分) (月分) よ る 加 算 措 置

区　　分

支　給　期　別　支　給　率 職制上の段階、

本　年　度 有

備　考

支給率計

前　年　度 有

区　　分 その他の加算措置等 備　考

国 の 制 度 有

支　給　対　象　地　域 市　内　全　域

　支　　給　　率

　支給対象職員数

　国の指定基準に基づく支給率

支 給 率 等

  (2%～20%　加算)

特例措置

定年前早期退職

　定年前早期退職

　特例措置

－ 18 －　　　　 　　　　－ 19 －



　　　ク　特殊勤務手当

（％）

（％）

　　　ケ　その他の手当

国 の 制 度

と の 異 同

※1 子 ※1

※2
そ　　の　　他

（配偶者を除く。）
※2

※1　満１６歳の年度初めから満２２歳

　　 の年度末までの子については１人

     5,000円加算

※2　室長（困難）級については3,500円

その他交通用具使用者は距離に応じ支給 その他交通用具使用者は距離に応じ支給

区　　分

差　　　　異　　　　の　　　　内　　　　容

東　　　大　　　和　　　市 国

扶 養 手 当 異 な る

6,000円 6,500円

※2　課長級については3,000円

交通機関 か月定期代相当額 ただし、 で 交通機関 か月定期代相当額 ただし、 で

除した か月当たりの最高限度 円 、 除した か月当たりの最高限度 円 、

※1　満１６歳の年度初めから満２２歳

     4,000円加算

15,000円

30,000円

そ　　の　　他
（配偶者を除く。）

住 居 手 当 異 な る

３５歳未満の世帯主であって

月額15,000円以上の家賃を支

払っている職員

２７歳未満の世帯主であって

月額30,000円以上の家賃を支

払っている職員

通 勤 手 当 異 な る

借　　　　　　家 28,000円(最高)

区　　　　　　　分 全　　職　　種

代 表 的 な 職 種

一 般 行 政 職

給 料 総 額 に 対 す る 比 率

子

　　 の年度末までの子については１人

13,000円 13,000円

支 給 対 象 職 員 の 比 率

（令和８年１月１日現在）

代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称

国（都 ）
支 出 金

令和８年度から

令和９年度まで

令和８年度

令和８年度から

令和９年度まで

公 共 下 水 道
雨 水 整 備 事 業
幹線接続工事等
業 務 委 託

公 共 下 水 道
雨 水 整 備 事 業
詳 細 設 計 等
業 務 委 託

金　額 期　　間 金　額 企業債 その他

令 和 ７ 年 度 に
契 約 す る 電 算
シ ス テ ム 及 び
電 算 機 器 等 に
係 る 賃 借

債務負担行為に関する調書
（単位：千円）

事       項 限 度 額

前年度末までの支払 当該年度以降の支払
左の財源内訳

義務発生（見込）額 義 務 発 生 予 定 額

期　　間

－ 20 －　　　　 　　　　－ 21 －



　　　ク　特殊勤務手当

（％）

（％）

　　　ケ　その他の手当

国 の 制 度

と の 異 同

※1 子 ※1

※2
そ　　の　　他

（配偶者を除く。）
※2

※1　満１６歳の年度初めから満２２歳

　　 の年度末までの子については１人

     5,000円加算

※2　室長（困難）級については3,500円

その他交通用具使用者は距離に応じ支給 その他交通用具使用者は距離に応じ支給

区　　分

差　　　　異　　　　の　　　　内　　　　容

東　　　大　　　和　　　市 国

扶 養 手 当 異 な る

6,000円 6,500円

※2　課長級については3,000円

交通機関 か月定期代相当額 ただし、 で 交通機関 か月定期代相当額 ただし、 で

除した か月当たりの最高限度 円 、 除した か月当たりの最高限度 円 、

※1　満１６歳の年度初めから満２２歳

     4,000円加算

15,000円

30,000円

そ　　の　　他
（配偶者を除く。）

住 居 手 当 異 な る

３５歳未満の世帯主であって

月額15,000円以上の家賃を支

払っている職員

２７歳未満の世帯主であって

月額30,000円以上の家賃を支

払っている職員

通 勤 手 当 異 な る

借　　　　　　家 28,000円(最高)

区　　　　　　　分 全　　職　　種

代 表 的 な 職 種

一 般 行 政 職

給 料 総 額 に 対 す る 比 率

子

　　 の年度末までの子については１人

13,000円 13,000円

支 給 対 象 職 員 の 比 率

（令和８年１月１日現在）

代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称

国（都 ）
支 出 金

令和８年度から

令和９年度まで

令和８年度

令和８年度から

令和９年度まで

公 共 下 水 道
雨 水 整 備 事 業
幹線接続工事等
業 務 委 託

公 共 下 水 道
雨 水 整 備 事 業
詳 細 設 計 等
業 務 委 託

金　額 期　　間 金　額 企業債 その他

令 和 ７ 年 度 に
契 約 す る 電 算
シ ス テ ム 及 び
電 算 機 器 等 に
係 る 賃 借

債務負担行為に関する調書
（単位：千円）

事       項 限 度 額

前年度末までの支払 当該年度以降の支払
左の財源内訳

義務発生（見込）額 義 務 発 生 予 定 額

期　　間

－ 20 －　　　　 　　　　－ 21 －



(単位：千円）税抜き

固定資産

有形固定資産

構築物

減価償却累計額 △4,925,149

機械及び装置

減価償却累計額 △6,426

車両及び運搬具

減価償却累計額 △101

工具、器具及び備品

減価償却累計額

建設仮勘定

有形固定資産合計

無形固定資産

流域下水道施設利用権

無形固定資産合計

投資その他資産

基金

その他投資

投資その他資産合計

固定資産合計

流動資産

現金預金

未収金

貸倒引当金 △442

流動資産合計

資産合計

令和８年度予定貸借対照表

（令和９年３月３１日）

資　　産　　の　　部

固定負債

企業債

建設改良費等の財源に
充てるための企業債

企業債合計

固定負債合計

流動負債

企業債

建設改良費等の財源に
充てるための企業債

企業債合計

未払金

引当金

賞与引当金

法定福利費引当金

引当金合計

流動負債合計

繰延収益

長期前受金

長期前受金収益化累計額 △1,990,791

繰延収益合計

負債合計

資本金

固有資本金

資本金合計

剰余金

利益剰余金

当年度未処分利益剰余金

利益剰余金合計

剰余金合計

資本合計

負債資本合計

負　　債　　の　　部

資　　本　　の　　部

－ 22 －　　　　 　　　　－ 23 －



(単位：千円）税抜き

固定資産

有形固定資産

構築物

減価償却累計額 △4,925,149

機械及び装置

減価償却累計額 △6,426

車両及び運搬具

減価償却累計額 △101

工具、器具及び備品

減価償却累計額

建設仮勘定

有形固定資産合計

無形固定資産

流域下水道施設利用権

無形固定資産合計

投資その他資産

基金

その他投資

投資その他資産合計

固定資産合計

流動資産

現金預金

未収金

貸倒引当金 △442

流動資産合計

資産合計

令和８年度予定貸借対照表

（令和９年３月３１日）

資　　産　　の　　部

固定負債

企業債

建設改良費等の財源に
充てるための企業債

企業債合計

固定負債合計

流動負債

企業債

建設改良費等の財源に
充てるための企業債

企業債合計

未払金

引当金

賞与引当金

法定福利費引当金

引当金合計

流動負債合計

繰延収益

長期前受金

長期前受金収益化累計額 △1,990,791

繰延収益合計

負債合計

資本金

固有資本金

資本金合計

剰余金

利益剰余金

当年度未処分利益剰余金

利益剰余金合計

剰余金合計

資本合計

負債資本合計

負　　債　　の　　部

資　　本　　の　　部

－ 22 －　　　　 　　　　－ 23 －



（単位：千円）税抜き

１　営業収益

（１）下水道使用料

（２）雨水処理負担金

（３）受託工事収益

（４）その他営業収益

２　営業費用

（１）管渠費

（２）業務費

（３）総係費

（４）流域下水道維持管理費

（５）減価償却費

営業損失

３  営業外収益

（１）受取利息及び配当金

（２）他会計補助金

（３）国庫補助金等

（４）長期前受金戻入

（５）雑収益

４　営業外費用

（１）支払利息及び企業債取扱諸費

（２）雑支出

経常損失

当年度純損失

前年度繰越利益剰余金

当年度未処分利益剰余金

令和７年度予定損益計算書

(令和７年４月１日から令和８年３月３１日まで)

　　　　－ 25 －



（単位：千円）税抜き

１　営業収益

（１）下水道使用料

（２）雨水処理負担金

（３）受託工事収益

（４）その他営業収益

２　営業費用

（１）管渠費

（２）業務費

（３）総係費

（４）流域下水道維持管理費

（５）減価償却費

営業損失

３  営業外収益

（１）受取利息及び配当金

（２）他会計補助金

（３）国庫補助金等

（４）長期前受金戻入

（５）雑収益

４　営業外費用

（１）支払利息及び企業債取扱諸費

（２）雑支出

経常損失

当年度純損失

前年度繰越利益剰余金

当年度未処分利益剰余金

令和７年度予定損益計算書

(令和７年４月１日から令和８年３月３１日まで)

　　　　－ 25 －



(単位：千円）税抜き

固定資産

有形固定資産

構築物

減価償却累計額 △4,200,296

機械及び装置

減価償却累計額 △4,709

車両及び運搬具

減価償却累計額 △86

工具、器具及び備品

減価償却累計額

建設仮勘定

有形固定資産合計

無形固定資産

流域下水道施設利用権

無形固定資産合計

投資その他資産

基金

その他投資

投資その他資産合計

固定資産合計

流動資産

現金預金

未収金

貸倒引当金 △182

短期貸付金

その他流動資産

流動資産合計

資産合計

令和７年度予定貸借対照表

（令和８年３月３１日）

資　　産　　の　　部

固定負債

企業債

建設改良費等の財源に

充てるための企業債

企業債合計

固定負債合計

流動負債

企業債

建設改良費等の財源に

充てるための企業債

企業債合計

未払金

引当金

賞与引当金

法定福利費引当金

引当金合計

預り金

流動負債合計

繰延収益

長期前受金

長期前受金収益化累計額 △1,699,096

繰延収益合計

負債合計

資本金

固有資本金

資本金合計

剰余金

利益剰余金

当年度未処分利益剰余金

利益剰余金合計

剰余金合計

資本合計

負債資本合計

資　　本　　の　　部

負　　債　　の　　部

－ 26 －　　　　 　　　　－ 27 －



(単位：千円）税抜き

固定資産

有形固定資産

構築物

減価償却累計額 △4,200,296

機械及び装置

減価償却累計額 △4,709

車両及び運搬具

減価償却累計額 △86

工具、器具及び備品

減価償却累計額

建設仮勘定

有形固定資産合計

無形固定資産

流域下水道施設利用権

無形固定資産合計

投資その他資産

基金

その他投資

投資その他資産合計

固定資産合計

流動資産

現金預金

未収金

貸倒引当金 △182

短期貸付金

その他流動資産

流動資産合計

資産合計

令和７年度予定貸借対照表

（令和８年３月３１日）

資　　産　　の　　部

固定負債

企業債

建設改良費等の財源に

充てるための企業債

企業債合計

固定負債合計

流動負債

企業債

建設改良費等の財源に

充てるための企業債

企業債合計

未払金

引当金

賞与引当金

法定福利費引当金

引当金合計

預り金

流動負債合計

繰延収益

長期前受金

長期前受金収益化累計額 △1,699,096

繰延収益合計

負債合計

資本金

固有資本金

資本金合計

剰余金

利益剰余金

当年度未処分利益剰余金

利益剰余金合計

剰余金合計

資本合計

負債資本合計

資　　本　　の　　部

負　　債　　の　　部

－ 26 －　　　　 　　　　－ 27 －



注記

１ 重要な会計方針

（１） 公営企業の会計処理

令和２年度から、東大和市公共下水道事業に地方公営企業法を適用し、地方公営

企業会計基準に則した財務諸表等を作成している。

（２） 固定資産の減価償却の方法

ア 有形固定資産（リース資産を除く）

（ア）減価償却の方法 定額法による。

（イ）主な耐用年数 構築物 年

機械及び装置 ～ 年

イ 無形固定資産

（ア）減価償却の方法 定額法による。

（イ）主な耐用年数 流域下水道施設利用権 年

（３） 引当金の計上方法

ア 賞与引当金等

職員の期末手当及び勤勉手当並びにそれらに係る法定福利費の支給に備えるた

め、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額（１２月か

ら３月までの４月分）を計上している。

イ 貸倒引当金

未収金の不納欠損による損失に備えるため、貸倒実績率等による回収不能見込

額を計上している。

ウ 退職給付引当金

当市は、退職手当組合に加入しており、下水道事業会計は、一般会計を通じて、

当該組合に掛金を拠出しているが、下水道事業会計が一般会計に対して負担金を

拠出した以後の追加的負担は、全額一般会計において措置することとしているた

め、退職給付引当金を計上せず、拠出時に費用処理を行っている。

（４）消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式による。

２ 予定貸借対照表等関連

企業債の償還に係る他会計の負担について、貸借対照表に計上されている企業債（当

該事業年度末日の翌日から起算して１年以内に償還予定のものも含む）のうち、一般

会計が負担すると見込まれる額は、 千円である。

３ セグメント情報関連

東大和市下水道事業会計では、公共下水道事業の単一セグメントのため記載を省略

する。

４ リース契約により使用する固定資産

（１）リース会計に係る特例措置

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法

に準じた会計処理による。

（２）所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る未経過リース料相当額

１年内 千円

１年超 千円

計 千円

（３）オペレーティング・リース取引に係る未経過リース料相当額

該当事項なし。

－ 28 －　　　　 　　　　－ 29 －



注記

１ 重要な会計方針

（１） 公営企業の会計処理

令和２年度から、東大和市公共下水道事業に地方公営企業法を適用し、地方公営

企業会計基準に則した財務諸表等を作成している。

（２） 固定資産の減価償却の方法

ア 有形固定資産（リース資産を除く）

（ア）減価償却の方法 定額法による。

（イ）主な耐用年数 構築物 年

機械及び装置 ～ 年

イ 無形固定資産

（ア）減価償却の方法 定額法による。

（イ）主な耐用年数 流域下水道施設利用権 年

（３） 引当金の計上方法

ア 賞与引当金等

職員の期末手当及び勤勉手当並びにそれらに係る法定福利費の支給に備えるた

め、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額（１２月か

ら３月までの４月分）を計上している。

イ 貸倒引当金

未収金の不納欠損による損失に備えるため、貸倒実績率等による回収不能見込

額を計上している。

ウ 退職給付引当金

当市は、退職手当組合に加入しており、下水道事業会計は、一般会計を通じて、

当該組合に掛金を拠出しているが、下水道事業会計が一般会計に対して負担金を

拠出した以後の追加的負担は、全額一般会計において措置することとしているた

め、退職給付引当金を計上せず、拠出時に費用処理を行っている。

（４）消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式による。

２ 予定貸借対照表等関連

企業債の償還に係る他会計の負担について、貸借対照表に計上されている企業債（当

該事業年度末日の翌日から起算して１年以内に償還予定のものも含む）のうち、一般

会計が負担すると見込まれる額は、 千円である。

３ セグメント情報関連

東大和市下水道事業会計では、公共下水道事業の単一セグメントのため記載を省略

する。

４ リース契約により使用する固定資産

（１）リース会計に係る特例措置

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法

に準じた会計処理による。

（２）所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る未経過リース料相当額

１年内 千円

１年超 千円

計 千円

（３）オペレーティング・リース取引に係る未経過リース料相当額

該当事項なし。

－ 28 －　　　　 　　　　－ 29 －



予 算 に 関 す る 説 明 資 料



予 算 に 関 す る 説 明 資 料







1 下水道事業収益　1 営業収益　1 下水道使用料

（単位：千円）

下水道使用料

下水道使用料

雨水処理負担金

雨水処理に係る一般会計負担金

建設負担金

建設負担金

手数料

指定事業者及び責任技術者関係申請手数料

その他収益

下水道使用受託収入

基金利息

下水道事業減債基金積立金利息

下水道事業建設基金積立金利息

貸付金利息

水洗便所改造資金融資預託金利息

他会計補助金

一般会計補助金

国庫補助金

社会資本整備総合交付金

個別補助国庫補助金

都補助金

公共下水道事業費補助金

流域対策等強化・推進事業補助金

市町村下水道事業強靭化都費補助金

節
説　　　　　明

区　分 金　額

収　入

下水道事業収益

営業収益

下水道使用料 △ 1,342

雨水処理負担金

受託工事収益 △ 6,500

その他営業収益

営業外収益

受取利息及び配当金

他会計補助金 △ 112

国庫補助金

都補助金

款　　項　　目

予定収入及び予定支出事項別明細書

収益的収入及び支出

本 年 度 前 年 度 比　　較

－ 34 －　　　　 　　　　－ 35 －



1 下水道事業収益　1 営業収益　1 下水道使用料

（単位：千円）

下水道使用料

下水道使用料

雨水処理負担金

雨水処理に係る一般会計負担金

建設負担金

建設負担金

手数料

指定事業者及び責任技術者関係申請手数料

その他収益

下水道使用受託収入

基金利息

下水道事業減債基金積立金利息

下水道事業建設基金積立金利息

貸付金利息

水洗便所改造資金融資預託金利息

他会計補助金

一般会計補助金

国庫補助金

社会資本整備総合交付金

個別補助国庫補助金

都補助金

公共下水道事業費補助金

流域対策等強化・推進事業補助金

市町村下水道事業強靭化都費補助金

節
説　　　　　明

区　分 金　額

収　入

下水道事業収益

営業収益

下水道使用料 △ 1,342

雨水処理負担金

受託工事収益 △ 6,500

その他営業収益

営業外収益

受取利息及び配当金

他会計補助金 △ 112

国庫補助金

都補助金

款　　項　　目

予定収入及び予定支出事項別明細書

収益的収入及び支出

本 年 度 前 年 度 比　　較

－ 34 －　　　　 　　　　－ 35 －



1 下水道事業収益　2 営業外収益　6 長期前受金戻入

（単位：千円）

他会計補助金

一般会計補助金

国庫補助金

国庫補助金

都補助金

都補助金

受益者負担金

下水道事業受益者負担金

都負担金

都負担金

受贈財産評価額

受贈財産評価額

その他長期前受

金 その他長期前受金

不用品売却収益

不用品売却収益

その他雑収益

その他雑収益

節
説　　　　　明

区　分 金　額

長期前受金戻入

雑収益

款　　項　　目 本 年 度 前 年 度 比　　較

収　入　合　計

－ 36 －　　　　 　　　　－ 37 －



1 下水道事業収益　2 営業外収益　6 長期前受金戻入

（単位：千円）

他会計補助金

一般会計補助金

国庫補助金

国庫補助金

都補助金

都補助金

受益者負担金

下水道事業受益者負担金

都負担金

都負担金

受贈財産評価額

受贈財産評価額

その他長期前受

金 その他長期前受金

不用品売却収益

不用品売却収益

その他雑収益

その他雑収益

節
説　　　　　明

区　分 金　額

長期前受金戻入

雑収益

款　　項　　目 本 年 度 前 年 度 比　　較

収　入　合　計

－ 36 －　　　　 　　　　－ 37 －



1 下水道事業費用　1 営業費用　1 管渠費

（単位：千円）

備消品費

備消品費

光熱水費 ・ 消耗品費

・ 量水器購入費

通信運搬費 光熱水費

・ 電気料

委託料 通信運搬費

・ 通信サービス費

手数料 委託料

・ 管渠清掃委託料

賃借料 ・ マンホールポンプ保守点検委託料

・ 排水設備等修繕待機委託料

修繕費 ・ 公共下水道実施設計委託料

・ 管渠調査委託料

材料費 ・ 公共下水道管理システム保守委託料

・ 雨天時浸入水調査委託料

工事請負費 ・ ウォーターＰＰＰ導入アドバイザリー委託料

手数料

負担金補助及び ・ 量水器交換等手数料

交付金 賃借料

・ 電算機器等賃借料

修繕費

・ 備品修繕費

材料費

・ 人孔蓋等購入費

工事請負費

・ 管渠等補修工事費

負担金補助及び交付金

・ 下水道使用負担金

・ 水質検査負担金

節
説　　　　　明

区　分 金　額

支　出

下水道事業費用

営業費用

管渠費

本 年 度 前 年 度 比　　較款　　項　　目

－ 38 －　　　　 　　　　－ 39 －



1 下水道事業費用　1 営業費用　1 管渠費

（単位：千円）

備消品費

備消品費

光熱水費 ・ 消耗品費

・ 量水器購入費

通信運搬費 光熱水費

・ 電気料

委託料 通信運搬費

・ 通信サービス費

手数料 委託料

・ 管渠清掃委託料

賃借料 ・ マンホールポンプ保守点検委託料

・ 排水設備等修繕待機委託料

修繕費 ・ 公共下水道実施設計委託料

・ 管渠調査委託料

材料費 ・ 公共下水道管理システム保守委託料

・ 雨天時浸入水調査委託料

工事請負費 ・ ウォーターＰＰＰ導入アドバイザリー委託料

手数料

負担金補助及び ・ 量水器交換等手数料

交付金 賃借料

・ 電算機器等賃借料

修繕費

・ 備品修繕費

材料費

・ 人孔蓋等購入費

工事請負費

・ 管渠等補修工事費

負担金補助及び交付金

・ 下水道使用負担金

・ 水質検査負担金

節
説　　　　　明

区　分 金　額

支　出

下水道事業費用

営業費用

管渠費

本 年 度 前 年 度 比　　較款　　項　　目

－ 38 －　　　　 　　　　－ 39 －



1 下水道事業費用　1 営業費用　2 業務費

（単位：千円）

委託料

委託料

・ 下水道使用料徴収事務委託料

報酬

報酬

給料 ・ 下水道使用料審議会委員報酬

給料

手当 ・ 一般職給料（４人）

手当

賞与引当金繰入 ・ 職員手当等

額 ・ 退職手当組合負担金

法定福利費 賞与引当金繰入額

・ 賞与引当金繰入額

法定福利費引当 法定福利費

金繰入額 ・ 共済組合負担金

旅費 ・ 公務災害補償基金負担金

法定福利費引当金繰入額

報償費 ・ 法定福利費引当金繰入額

旅費

備消品費 ・ 普通旅費

報償費

燃料費 ・ 下水道事業受益者負担金一括納付報奨金

備消品費

印刷製本費 ・ 消耗品費

燃料費

通信運搬費 ・ 燃料費

印刷製本費

委託料 ・ 印刷製本費

通信運搬費

手数料 ・ 郵便料

委託料

賃借料 ・ 破傷風予防接種委託料

・ 公営企業会計システム保守委託料

修繕費 ・ 消費税及び地方消費税計算等業務委託料

節
説　　　　　明

区　分 金　額

業務費

総係費

本 年 度 前 年 度 比　　較款　　項　　目

－ 40 －　　　　 　　　　－ 41 －



1 下水道事業費用　1 営業費用　2 業務費

（単位：千円）

委託料

委託料

・ 下水道使用料徴収事務委託料

報酬

報酬

給料 ・ 下水道使用料審議会委員報酬

給料

手当 ・ 一般職給料（４人）

手当

賞与引当金繰入 ・ 職員手当等

額 ・ 退職手当組合負担金

法定福利費 賞与引当金繰入額

・ 賞与引当金繰入額

法定福利費引当 法定福利費

金繰入額 ・ 共済組合負担金

旅費 ・ 公務災害補償基金負担金

法定福利費引当金繰入額

報償費 ・ 法定福利費引当金繰入額

旅費

備消品費 ・ 普通旅費

報償費

燃料費 ・ 下水道事業受益者負担金一括納付報奨金

備消品費

印刷製本費 ・ 消耗品費

燃料費

通信運搬費 ・ 燃料費

印刷製本費

委託料 ・ 印刷製本費

通信運搬費

手数料 ・ 郵便料

委託料

賃借料 ・ 破傷風予防接種委託料

・ 公営企業会計システム保守委託料

修繕費 ・ 消費税及び地方消費税計算等業務委託料

節
説　　　　　明

区　分 金　額

業務費

総係費

本 年 度 前 年 度 比　　較款　　項　　目

－ 40 －　　　　 　　　　－ 41 －



1 下水道事業費用　1 営業費用　3 総係費

（単位：千円）

負担金補助及び 手数料

交付金 ・ 車検代行手数料

保険料 ・ 振込手数料

・ 下水道使用料審議会委員派遣手数料

貸倒引当金繰入 賃借料

額 ・ 公営企業会計システム共同利用料

雑費 修繕費

・ 備品修繕費

負担金補助及び交付金

・ 専門研修参加負担金

・ 東京都都市づくり公社関係市町村連絡協

議会負担金

・ 職員互助会補助金

・ 雨水浸透ます設置補助金

・ 水洗便所改造資金融資あっ旋利子補給金

・ 日本下水道協会会費

・ 東京都下水道協会会費

・ 多摩地区下水道事業積算施工適正化委員

会会費

保険料

・ 自動車損害賠償責任保険料

・ 下水道賠償責任保険料

・ 自転車傷害保険料

貸倒引当金繰入額

・ 貸倒引当金繰入額

雑費

・ 自動車重量税

・ 雑費

負担金補助及び

交付金 負担金補助及び交付金

・ 流域下水道維持管理負担金

節
説　　　　　明

区　分 金　額

（総係費）

流域下水道維持管理費

本 年 度 前 年 度 比　　較款　　項　　目

－ 42 －　　　　 　　　　－ 43 －



1 下水道事業費用　1 営業費用　3 総係費

（単位：千円）

負担金補助及び 手数料

交付金 ・ 車検代行手数料

保険料 ・ 振込手数料

・ 下水道使用料審議会委員派遣手数料

貸倒引当金繰入 賃借料

額 ・ 公営企業会計システム共同利用料

雑費 修繕費

・ 備品修繕費

負担金補助及び交付金

・ 専門研修参加負担金

・ 東京都都市づくり公社関係市町村連絡協

議会負担金

・ 職員互助会補助金

・ 雨水浸透ます設置補助金

・ 水洗便所改造資金融資あっ旋利子補給金

・ 日本下水道協会会費

・ 東京都下水道協会会費

・ 多摩地区下水道事業積算施工適正化委員

会会費

保険料

・ 自動車損害賠償責任保険料

・ 下水道賠償責任保険料

・ 自転車傷害保険料

貸倒引当金繰入額

・ 貸倒引当金繰入額

雑費

・ 自動車重量税

・ 雑費

負担金補助及び

交付金 負担金補助及び交付金

・ 流域下水道維持管理負担金

節
説　　　　　明

区　分 金　額

（総係費）

流域下水道維持管理費

本 年 度 前 年 度 比　　較款　　項　　目

－ 42 －　　　　 　　　　－ 43 －



1 下水道事業費用　1 営業費用　5 減価償却費

（単位：千円）

有形固定資産

減価償却費 有形固定資産減価償却費

無形固定資産 ・ 構築物減価償却費

減価償却費 ・ 機械及び装置減価償却費

・ 車両及び運搬具減価償却費

無形固定資産減価償却費

・ 流域下水道施設利用権減価償却費

企業債利息

企業債利息

借入金利息 ・ 公共下水道建設事業債利息

・ 流域下水道事業債利息

・ 資本費平準化債利息

借入金利息

・ 一時借入金利息

消費税及び地方

消費税 消費税及び地方消費税

・ 消費税及び地方消費税納付分

その他雑支出

その他雑支出

・ その他雑支出

予備費

予備費

・ 予備費

節
説　　　　　明

区　分 金　額

減価償却費

営業外費用

支払利息及び企業債取扱

諸費

消費税及び地方消費税

雑支出

予備費

予備費

款　　項　　目 本 年 度 前 年 度 比　　較

支　出　合　計

　　　　－ 45 －－ 44 －　　　　



1 下水道事業費用　1 営業費用　5 減価償却費

（単位：千円）

有形固定資産

減価償却費 有形固定資産減価償却費

無形固定資産 ・ 構築物減価償却費

減価償却費 ・ 機械及び装置減価償却費

・ 車両及び運搬具減価償却費

無形固定資産減価償却費

・ 流域下水道施設利用権減価償却費

企業債利息

企業債利息

借入金利息 ・ 公共下水道建設事業債利息

・ 流域下水道事業債利息

・ 資本費平準化債利息

借入金利息

・ 一時借入金利息

消費税及び地方

消費税 消費税及び地方消費税

・ 消費税及び地方消費税納付分

その他雑支出

その他雑支出

・ その他雑支出

予備費

予備費

・ 予備費

節
説　　　　　明

区　分 金　額

減価償却費

営業外費用

支払利息及び企業債取扱

諸費

消費税及び地方消費税

雑支出

予備費

予備費

款　　項　　目 本 年 度 前 年 度 比　　較

支　出　合　計

　　　　－ 45 －－ 44 －　　　　



1 資本的収入　1 企業債　1 建設改良債

（単位：千円）

公共下水道債

公共下水道建設事業債

流域下水道債

流域下水道事業債

廃目整理

他会計補助金

一般会計補助金

国庫補助金

社会資本整備総合交付金

都補助金

公共下水道事業費補助金

市町村下水道事業強靭化都費補助金

受益者負担金

下水道事業受益者負担金

その他資本的収

入 都道掘削復旧監督事務費負担金

水洗便所改造資金融資預託金

節
説　　　　　明

区　分 金　額

収　入

資本的収入 △ 1,196,498

企業債 △ 1,098,100

建設改良債 △ 1,029,500

資本費平準化債 △ 68,600

他会計補助金 △ 5,736

他会計補助金 △ 5,736

国庫補助金 △ 104,674

国庫補助金 △ 104,674

都補助金

都補助金

受益者負担金 △ 1,106

受益者負担金 △ 1,106

その他資本的収入

その他資本的収入

△ 1,196,498

資本的収入及び支出

本 年 度 前 年 度 比　　較款　　項　　目

収　入　合　計

－ 46 －　　　　 　　　　－ 47 －



1 資本的収入　1 企業債　1 建設改良債

（単位：千円）

公共下水道債

公共下水道建設事業債

流域下水道債

流域下水道事業債

廃目整理

他会計補助金

一般会計補助金

国庫補助金

社会資本整備総合交付金

都補助金

公共下水道事業費補助金

市町村下水道事業強靭化都費補助金

受益者負担金

下水道事業受益者負担金

その他資本的収

入 都道掘削復旧監督事務費負担金

水洗便所改造資金融資預託金

節
説　　　　　明

区　分 金　額

収　入

資本的収入 △ 1,196,498

企業債 △ 1,098,100

建設改良債 △ 1,029,500

資本費平準化債 △ 68,600

他会計補助金 △ 5,736

他会計補助金 △ 5,736

国庫補助金 △ 104,674

国庫補助金 △ 104,674

都補助金

都補助金

受益者負担金 △ 1,106

受益者負担金 △ 1,106

その他資本的収入

その他資本的収入

△ 1,196,498

資本的収入及び支出

本 年 度 前 年 度 比　　較款　　項　　目

収　入　合　計

－ 46 －　　　　 　　　　－ 47 －



支　出

資本的支出 △ 1,169,563

建設改良費 △ 1,163,695

建設総務費

管路改良費 △ 857,720

本 年 度 前 年 度 比　　較款　　項　　目

1 資本的支出　1 建設改良費　1 建設総務費

（単位：千円）

給料

給料

手当 ・ 一般職給料（４人）

手当

法定福利費 ・ 職員手当等

・ 退職手当組合負担金

旅費 法定福利費

・ 共済組合負担金

備消品費 ・ 公務災害補償基金負担金

旅費

賃借料 ・ 普通旅費

備消品費

・ 消耗品費

賃借料

・ 電算機器等賃借料

・ 刊行物データ利用料

委託料

委託料

補償費 ・ 公共下水道実施設計委託料

・ 埋設物調査委託料

工事請負費 ・ 公共下水道整備事業業務委託料

補償費

負担金補助及び ・ 移設補償費

交付金 工事請負費

・ 公共下水道管渠等工事費

・ 公共汚水ます設置工事費

負担金補助及び交付金

・ 掘削復旧監督事務費

金　額

節
説　　　　　明

区　分

－ 48 －　　　　 　　　　－ 49 －



支　出

資本的支出 △ 1,169,563

建設改良費 △ 1,163,695

建設総務費

管路改良費 △ 857,720

本 年 度 前 年 度 比　　較款　　項　　目

1 資本的支出　1 建設改良費　1 建設総務費

（単位：千円）

給料

給料

手当 ・ 一般職給料（４人）

手当

法定福利費 ・ 職員手当等

・ 退職手当組合負担金

旅費 法定福利費

・ 共済組合負担金

備消品費 ・ 公務災害補償基金負担金

旅費

賃借料 ・ 普通旅費

備消品費

・ 消耗品費

賃借料

・ 電算機器等賃借料

・ 刊行物データ利用料

委託料

委託料

補償費 ・ 公共下水道実施設計委託料

・ 埋設物調査委託料

工事請負費 ・ 公共下水道整備事業業務委託料

補償費

負担金補助及び ・ 移設補償費

交付金 工事請負費

・ 公共下水道管渠等工事費

・ 公共汚水ます設置工事費

負担金補助及び交付金

・ 掘削復旧監督事務費

金　額

節
説　　　　　明

区　分

－ 48 －　　　　 　　　　－ 49 －



流域下水道費 △ 314,550

企業債償還金 △ 4,368

建設事業債償還金 △ 8,849

資本費平準化債償還金

積立金

積立金

予備費

予備費

その他資本的支出 △ 1,500

その他資本的支出 △ 1,500

△ 1,169,563支　出　合　計

款　　項　　目 本 年 度 前 年 度 比　　較

1 資本的支出　1 建設改良費　3 流域下水道費

（単位：千円）

負担金補助及び

交付金 負担金補助及び交付金

・ 荒川右岸東京流域下水道建設負担金

・ 流域下水道改良負担金

企業債償還金

企業債償還金

・ 公共下水道建設事業債元金

・ 流域下水道事業債元金

資本費平準化債

償還金 資本費平準化債償還金

・ 資本費平準化債元金

積立金

積立金

・ 下水道事業減債基金積立金（利息分）

・ 下水道事業建設基金積立金（利息分）

予備費

予備費

・ 予備費

廃目整理

節
説　　　　　明

区　分 金　額

－ 50 －　　　　 　　　　－ 51 －



流域下水道費 △ 314,550

企業債償還金 △ 4,368

建設事業債償還金 △ 8,849

資本費平準化債償還金

積立金

積立金

予備費

予備費

その他資本的支出 △ 1,500

その他資本的支出 △ 1,500

△ 1,169,563支　出　合　計

款　　項　　目 本 年 度 前 年 度 比　　較

1 資本的支出　1 建設改良費　3 流域下水道費

（単位：千円）

負担金補助及び

交付金 負担金補助及び交付金

・ 荒川右岸東京流域下水道建設負担金

・ 流域下水道改良負担金

企業債償還金

企業債償還金

・ 公共下水道建設事業債元金

・ 流域下水道事業債元金

資本費平準化債

償還金 資本費平準化債償還金

・ 資本費平準化債元金

積立金

積立金

・ 下水道事業減債基金積立金（利息分）

・ 下水道事業建設基金積立金（利息分）

予備費

予備費

・ 予備費

廃目整理

節
説　　　　　明

区　分 金　額

－ 50 －　　　　 　　　　－ 51 －




